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南
北
朝
時
代
古
鈔
本
『
論
語
集
解
』
の
研
究

─
台
北
故
宮
博
物
院
所
蔵
楊
守
敬
観
海
堂
本
に
つい
て
─

髙
橋
　
智

　
　

一
︑
序
言

　
　

二
︑
日
本
南
北
朝
時
代
鈔
本
﹃
論
語
集
解
﹄
の
現
状

　
　

三
︑
楊
氏
観
海
堂
旧
蔵
本

一
、
序
言

　

日
本
に
於
け
る
南
北
朝
時
代
は
︑
歴
史
区
分
か
ら
は
建
武
三
年
︵
延
元
一
年
・
一
三
三
六
︶
か
ら
明
徳
三
年
︵
元
中
九
年
・
一
三
九
二
︶
を
指

す
が
︑
古
鈔
本
の
書
誌
学
的
時
代
か
ら
見
る
と
き
は
︑
だ
い
た
い
元
徳
の
一
三
〇
〇
年
前
後
か
ら
︑
応
永
に
い
た
る
ま
で
と
い
う
と
ら
え
方
で
︑

前
の
鎌
倉
時
代
と
あ
と
の
室
町
時
代
と
の
境
界
に
や
や
曖
昧
な
と
こ
ろ
が
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
こ
の
時
代
の
古
鈔
本
で
遺
さ
れ
て
い
る
も
の
が
数
少

な
い
と
い
う
こ
と
が
そ
の
主
因
で
あ
る
が
︑
古
鈔
本
の
風
格
や
書
写
の
体
式
な
ど
か
ら
そ
の
時
代
の
特
徴
を
探
っ
て
い
く
と
き
に
は
︑
南
北
朝
時

代
の
古
鈔
本
と
い
う
位
置
付
け
が
適
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
一
群
の
も
の
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
︒

　

そ
れ
は
︑
拙
論
﹃
室
町
時
代
古
鈔
本
﹃
論
語
集
解
﹄
の
研
究
﹄︵
汲
古
書
院
・
平
成
二
十
年
︶
の
な
か
で
︑﹃
論
語
集
解
﹄
の
日
本
に
於
け
る
古

鈔
本
が
南
北
朝
時
代
以
前
と
︑
そ
れ
以
後
︑
す
な
わ
ち
室
町
時
代
︵
十
四
世
紀
末
か
ら
十
六
世
紀
半
ば
こ
ろ
︶
の
も
の
と
で
は
大
き
な
隔
た
り
が
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あ
る
こ
と
を
も
と
に
︑
古
鈔
本
に
於
け
る
南
北
朝
時
代
と
は
︑
お
よ
そ
十
四
世
紀
初
頭
か
ら
末
に
か
け
て
の
書
写
本
を
指
す
こ
と
を
論
じ
︑
そ
の

隔
た
り
と
も
い
え
る
要
因
が
︑
時
代
の
流
れ
と
と
も
に
︑﹃
論
語
集
解
﹄
を
と
り
ま
く
周
辺
の
鈔
本
や
出
版
事
情
の
変
化
に
あ
る
こ
と
も
論
じ
た
︒

　

全
体
の
現
況
を
俯
瞰
し
て
み
る
と
︑﹃
論
語
集
解
﹄
の
古
鈔
本
は
︑
平
安
時
代
以
前
に
遡
る
も
の
に
つ
い
て
は
推
し
量
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒

鎌
倉
時
代
に
︑
明
経
博
士
︑
中
原
家
・
清
原
家
が
用
い
て
い
た
古
鈔
本
の
現
存
が
確
認
さ
れ
る
の
が
最
古
の
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
う

ち
︑
中
原
家
本
は
︑
も
と
も
と
一
具
で
あ
っ
た
醍
醐
寺
蔵
本
と
東
洋
文
庫
蔵
本
︑
そ
れ
に
高
山
寺
に
伝
わ
っ
た
も
の
が
存
し
︑
清
原
家
本
に
つ
い

て
は
︑
京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
本
︵
単
経
本
︑
清
原
良
枝
鈔
本
︶・
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
︵
嘉
暦
二
・
三
︑
一
三
二
七
・
八
年
鈔
本
︶・
東
洋
文

庫
蔵
本
︵
正
和
四
︑
一
三
一
五
年
鈔
本
︶・
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
本
︵
建
武
四
︑
一
三
三
七
年
清
原
頼
元
手
校
識
語
鈔
本
︶
が
存
し
︑
他
に
︑
清

原
家
本
と
思
わ
れ
る
伝
本
が
︑
公
益
財
団
法
人
武
田
科
学
振
興
財
団
杏
雨
書
屋
︑
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
︵
元
応
二
︑
一
三
二
〇
年
鈔
本
︶︑
大
谷

大
学
図
書
館
︵
徳
治
三
︑
一
三
〇
八
年
鈔
本
︶
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
こ
れ
ら
の
清
家
本
が
主
体
と
な
っ
て
︑
次
第
に
転
写
校
訂
が
加
え

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
︑
鎌
倉
時
代
か
ら
南
北
朝
時
代
に
か
け
て
︑
少
し
く
変
遷
を
遂
げ
て
い
く
の
で
あ
る
が
︑
書
写
者
や
書
風
か
ら
︑
明
ら
か

に
鎌
倉
時
代
と
は
区
別
で
き
る
も
の
を
ま
と
め
て
︑
南
北
朝
期
の
も
の
と
し
て
分
別
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
︒
武
内
義
雄
博
士
﹃
論
語
之
研

究
﹄︿
岩
波
書
店
・
昭
和
十
四
年
﹀
の
﹃
本
邦
旧
鈔
本
論
語
の
二
系
統
﹄︿﹁
正
平
版
論
語
源
流
攷
﹂︹
大
阪
府
立
図
書
館
・
昭
和
八
年
︺
か
ら
の
抜

粋
﹀
を
参
照
︒

　

南
北
朝
時
代
は
︑
確
た
る
博
士
家
の
証
を
有
す
る
古
鈔
本
も
あ
る
が
︑
博
士
家
の
証
本
と
断
定
は
で
き
な
い
古
鈔
本
が
幾
つ
か
を
存
し
︑
論
語

読
習
の
流
布
の
一
端
を
示
し
て
い
る
︒
そ
の
後
︑
古
鈔
本
は
十
五
世
紀
頃
に
あ
っ
て
伝
本
を
幾
つ
か
見
る
に
止
め
︑
室
町
時
代
十
六
世
紀
に
は
︑

清
原
家
の
中
興
も
相
俟
っ
て
︑
古
鈔
本
の
現
存
は
多
く
な
る
︒
そ
し
て
︑
正
平
十
九
年
︵
一
三
六
四
︶
に
は
堺
で
所
謂
正
平
版
﹃
論
語
集
解
﹄
が

初
め
て
上
梓
さ
れ
︑
現
存
す
る
だ
け
で
も
双
跋
本
二
種
・
単
跋
本
・
明
応
覆
刻
版
と
四
種
の
版
が
確
認
さ
れ
て
︑
古
鈔
本
の
世
界
に
も
大
き
な
影

響
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
っ
た
︒
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二
、
日
本
南
北
朝
時
代
鈔
本
『
論
語
集
解
』
の
現
状

　

現
在
︑
知
ら
れ
て
い
る
南
北
朝
期
古
鈔
本
と
識
別
さ
れ
る
も
の
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
一
・
三
・
七
に
つ
い
て
は
全
巻
揃
い
の
完

本
で
あ
る
が
︑
そ
れ
以
外
の
も
の
は
欠
損
の
あ
る
不
全
本
で
あ
る
︒

一
︑
公
益
財
団
法
人
東
洋
文
庫
蔵 

貞
和
三
年
︵
一
三
四
七
︶
藤
宗
重
跋
鈔
本 

十
冊

二
︑
愛
知
県
一
宮
市
木
村
家
蔵 

元
徳
三
年
︵
一
三
三
一
︶
虎
関
師
錬
写 

四
軸　

重
要
文
化
財
指
定
品

三
︑
台
湾
台
北
故
宮
博
物
院
蔵 
観
応
一
年
︵
一
三
五
〇
︶
鈔
本　

楊
守
敬
旧
蔵 

四
帖

四
︑
猿
投
神
社
蔵 
康
安
二
年
︵
一
三
六
二
︶
鈔
本 

三
軸　

重
要
文
化
財
指
定
品

五
︑
同
蔵 

南
北
朝
期
鈔
本 

一
軸　

重
要
文
化
財
指
定
品

六
︑
同
蔵 

南
北
朝
室
町
初
期
鈔
本 

一
軸　

重
要
文
化
財
指
定
品

七
︑
某
家
蔵 

南
北
朝
期
鈔
本　

島
田
翰
旧
蔵 

十
冊

　

こ
の
よ
う
に
︑
南
北
朝
時
代
の
書
写
に
係
る
﹃
論
語
集
解
﹄
伝
本
に
は
貞
和
三
年
︵
一
三
四
七
︶
の
識
語
を
有
す
る
東
洋
文
庫
所
蔵
本
を
始
め

と
し
て
︑
数
本
を
数
え
る
に
過
ぎ
な
い
が
︑
南
北
朝
時
代
は
﹃
論
語
集
解
﹄
古
鈔
本
が
鎌
倉
時
代
の
遺
風
を
受
け
継
ぎ
︑
テ
キ
ス
ト
上
︑
最
上
の

位
置
を
保
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑
室
町
時
代
古
鈔
本
と
の
比
較
で
い
え
ば
︑
正
平
十
九
年
︵
一
三
六

四
︶
に
出
版
さ
れ
た
正
平
版
﹃
論
語
﹄
以
前
の
姿
を
遺
す
も
の
で
︑
正
平
版
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
た
室
町
時
代
の
産
物
と
は
当
然
一
線
を
画
す

も
の
と
み
て
と
れ
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
期
の
鈔
本
を
明
ら
か
に
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
正
平
版
を
境
と
し
た
︑
日
本
に
於
け
る
﹃
論
語
集
解
﹄

受
容
の
変
化
の
歴
史
を
概
観
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒

　

猿
投
神
社
︵
さ
な
げ
じ
ん
じ
ゃ
・
愛
知
県
豊
田
市
︶
蔵
本
︵
三
本
︶
は
︑
昭
和
四
十
年
︑
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
一
連
の
猿
投
本
漢
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籍
古
鈔
本
類
︵﹃
古
文
孝
経
﹄﹃
春
秋
経
伝
集
解
﹄﹃
論
語
集
解
﹄﹃
史
記
集
解
﹄﹃
帝
範
﹄﹃
臣
軌
﹄﹃
文
選
﹄﹃
白
氏
文
集
﹄︶
に
含
ま
れ
る
も
の
で

あ
る
︒
昭
和
三
十
九
年
に
慶
應
義
塾
大
学
附
属
研
究
所
斯
道
文
庫
阿
部
隆
一
教
授
が
調
査
を
行
い
︑
同
じ
頃
︑
国
学
院
大
学
の
村
田
正
志
氏
が

﹃
猿
投
神
社
主
要
宝
物
目
録
﹄
を
編
纂
し
公
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
︒

　

三
種
類
の
鈔
本
は
︑
惜
し
く
も
現
存
は
全
体
の
十
分
の
一
ほ
ど
で
あ
る
︒
そ
の
由
来
な
ど
の
詳
細
は
明
か
で
な
い
が
古
式
の
書
写
風
格
は
伝
来

の
奥
ゆ
か
し
さ
を
十
二
分
に
醸
し
出
し
て
い
る
︒
拙
論
﹃
南
北
朝
時
代
古
鈔
本
﹃
論
語
集
解
﹄
の
研
究
︱
猿
投
神
社
所
蔵
本
の
意
義
︱
﹄︵
斯
道

文
庫
論
集
第
四
十
三
輯　

平
成
二
十
一
年
︶
を
参
照
︒

　

観
応
本
は
︑
元
巻
子
装
を
改
装
し
て
帖
装
に
し
た
て
た
も
の
で
︑
五
種
類
の
手
に
よ
る
寄
合
書
き
で
あ
る
︒
明
治
時
代
︑
楊
守
敬
が
来
日
し
た

折
に
購
得
し
持
ち
帰
っ
た
も
の
で
あ
る
︒

　

木
村
家
本
は
︑
計
四
軸
を
存
す
る
が
︑
巻
第
五
～
六
の
第
三
軸
目
を
欠
損
し
て
い
る
︒
全
巻
一
筆
で
︑﹁
江
家
﹂﹁
家
本
﹂
等
多
数
の
異
本
と
校

合
す
る
書
き
入
れ
も
本
文
同
筆
と
思
わ
れ
る
︒
清
原
家
の
点
︑
清
原
家
の
本
奥
書
も
具
え
︑
元
徳
三
年
の
虎
関
師
錬
の
奥
書
を
存
す
る
極
め
て
価

値
あ
る
現
存
本
で
あ
る
︒
本
書
に
つ
い
て
は
後
稿
に
譲
る
︒

三
、
楊
氏
観
海
堂
旧
蔵
本

　

本
書
は
南
北
朝
期
の
書
風
を
︑
形
態
的
に
よ
く
醸
し
出
し
て
い
る
古
鈔
本
で
︑
幾
筆
か
の
手
を
合
わ
せ
た
寄
り
合
い
書
き
で
あ
る
が
︑
現
存
す

る
こ
の
時
期
の
写
本
の
な
か
で
も
上
乗
と
言
え
る
︒
台
北
故
宮
博
物
院
に
収
蔵
さ
れ
る
楊
守
敬
︵
一
八
三
九
～
一
九
一
五
︶
蒐
集
の
室
町
時
代
古

鈔
本
﹃
論
語
集
解
﹄
に
つ
い
て
は
︑
既
に
﹁
台
湾
故
宮
博
物
院
所
蔵　

楊
守
敬
観
海
堂
旧
蔵　

室
町
時
代
鈔
本
﹃
論
語
集
解
﹄
に
つ
い
て
﹂︵﹃
斯

道
文
庫
論
集
﹄
第
四
十
一
輯
・
平
成
十
八
年
︶
に
詳
し
く
述
べ
た
︒
楊
氏
は
︑
一
八
八
〇
年
︵
清
光
緒
六
年
・
明
治
十
三
年
︶
に
来
日
し
︑
一
八

八
四
年
の
帰
国
ま
で
︑
書
誌
学
者
森
立
之
︵
一
八
〇
七
～
一
八
八
五
︶
と
の
交
流
を
通
じ
て
︑
当
時
の
日
本
所
在
善
本
書
目
﹃
経
籍
訪
古
志
﹄
に

所
載
の
古
鈔
本
を
購
得
し
︑
と
り
わ
け
﹃
論
語
集
解
﹄
の
蒐
集
に
は
意
を
注
ぎ
︑
そ
の
力
を
尽
く
し
た
﹃
論
語
﹄︵
総
て
十
一
点
︶
蒐
集
の
白
眉

と
為
す
べ
き
も
の
が
本
書
で
あ
る
︒
楊
氏
は
帰
国
後
︑
日
本
に
於
け
る
蒐
集
の
唐
本
︵
中
国
刊
本
︶
は
︑
ほ
ぼ
他
家
に
譲
渡
し
た
が
︑
室
町
時
代
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以
前
の
日
本
古
鈔
本
に
就
い
て
は
︑
各
書
に
七
十
歳
の
自
像
写
真
を
貼
附
し
て
こ
れ
を
珍
蔵
し
た
︒
本
書
に
も
︑
他
と
同
様
に
︑
蔵
書
印
を
捺

し
︑
第
一
冊
の
首
に
﹁
楊
印
／
守
敬
﹂︵
陰
刻
︶︑﹁
宜
都
／
楊
氏
蔵
／
書
記
﹂︵
陰
刻
︶︑
各
冊
の
首
に
﹁
飛
青
／
閣
蔵
／
書
印
﹂︵
陰
刻
︶︑﹁
星
吾

海
／
外
訪
得
／
秘
笈
﹂︵
陽
刻
︶
の
朱
印
が
あ
る
︒

　
﹃
経
籍
訪
古
志
﹄
に
は
多
く
﹃
論
語
﹄
古
鈔
本
を
挙
げ
て
い
る
が
︑
本
書
は
そ
の
う
ち
で
も
最
も
古
い
も
の
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
︒
楊
守
敬

自
身
も
﹃
日
本
訪
書
志
﹄
巻
二
の
な
か
で
︑
唐
以
前
の
旧
本
の
姿
を
伝
え
て
い
る
も
の
と
絶
賛
し
て
い
る
︒

　
﹃
経
籍
訪
古
志
﹄
第
三
稿
本
以
下
光
緒
十
一
年
︵
一
八
八
五
︶
刊
本
で
は
︑

﹁
旧
鈔
本
巻
子
改
摺
本　

某
氏
蔵
／
・
・
・
按
此
本
巻
首
至
雍
也
体
式
一
與
諸
巻
子
古
本
同
︑
実
為
六
朝
旧
本
転
伝
之
真
︑
而
述
而
以
下
蓋
従
宋

時
改
竄
本
補
鈔
者
︑
注
中
所
引
諸
説
但
記
其
姓
不
及
名
︑
句
末
也
乎
已
等
字
大
半
刪
去
︑
是
其
証
也
﹂

と
し
て
い
る
︒
雍
也
篇
︵
第
六
・
巻
第
三
︶
ま
で
は
︑
唐
写
本
以
前
の
姿
を
伝
え
︑
述
而
篇
︵
第
七
・
巻
第
四
︶
以
下
は
︑
何
晏
集
解
の
注
文
に

於
い
て
﹁
鄭
玄
曰
﹂
な
ど
の
出
拠
人
名
を
﹁
鄭
曰
﹂
な
ど
と
省
略
に
従
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
宋
刊
本
以
後
の
体
式
に
拠
っ
て
い
る
︑
と
指
摘
す

る
︒﹁
也
・
乎
・
已
﹂
な
ど
の
助
字
が
少
な
い
こ
と
も
刊
本
以
後
の
姿
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
︒
更
に
は
︑﹁
匡
﹂
字
に
欠
筆
が
見
ら
れ
る

の
も
宋
刊
本
に
拠
っ
て
い
る
証
し
で
あ
ろ
う
︑
と
︒

　

実
際
に
︑
正
平
版
﹃
論
語
﹄
な
ど
は
句
末
の
助
字
の
多
い
こ
と
が
特
徴
で
あ
り
︑
南
北
朝
以
前
の
写
本
に
見
ら
れ
る
特
徴
と
︑
そ
れ
は
一
致
す

る
︒

　

し
か
し
︑
こ
れ
に
対
し
て
楊
守
敬
は
﹃
日
本
訪
書
志
﹄
の
中
で
︑
述
而
篇
以
下
も
宋
刊
本
に
拠
っ
て
い
る
と
は
限
ら
ず
︑
こ
れ
も
六
朝
に
遺
風

を
受
け
継
ぐ
鈔
本
だ
と
し
て
﹃
経
籍
訪
古
志
﹄
の
説
に
反
駁
し
て
い
る
︒﹃
訪
古
志
﹄
の
説
は
小
嶋
尚
質
︵
宝
素
・
尚
質
は
諱
︑
嘉
永
一
年
︿
一

八
四
八
﹀
没
五
十
二
歳
︑
幕
末
の
医
家
・
書
誌
学
者
︶
の
説
に
拠
っ
て
い
る
︒
小
嶋
氏
の
説
は
︑
楊
氏
に
よ
れ
ば
本
書
の
里
仁
篇
の
末
に
題
跋
と

し
て
加
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
が
︑
そ
の
手
跋
は
今
は
佚
し
て
い
る
︒
確
か
に
宋
本
は
人
名
を
省
略
す
る
こ
と
が
多
い
が
︑
南
北
朝
の
こ
の
書
写

者
は
当
時
常
見
の
宋
版
の
習
慣
に
習
っ
た
だ
け
で
︑
そ
れ
は
書
写
者
の
隨
意
で
あ
っ
て
︑
拠
る
テ
キ
ス
ト
の
本
質
に
は
関
わ
ら
な
い
と
す
る
︒

﹁
匡
﹂﹁
桓
﹂
な
ど
の
字
の
欠
筆
に
つ
い
て
は
︑
宋
版
に
常
見
の
欠
筆
が
あ
り
︑
日
本
の
古
写
本
に
は
そ
の
宋
版
の
習
慣
を
た
だ
模
倣
し
て
書
写
者
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が
欠
筆
す
る
例
が
多
い
こ
と
︑
ま
た
人
名
の
省
略
と
同
じ
現
象
で
あ
る
と
指
摘
す
る
︒

　
﹃
訪
古
志
﹄
に
引
く
説
は
︑﹁
佞
宋
﹂
と
称
し
た
小
嶋
氏
な
ら
で
は
の
も
の
で
あ
る
が
︑
対
し
て
︑
こ
れ
ほ
ど
の
短
期
間
に
日
本
の
古
写
本
の
特

性
に
習
熟
し
た
楊
氏
の
眼
力
も
ま
た
︑
端
倪
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
が
あ
る
︒

さ
て
︑
こ
う
し
た
論
争
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
︑
こ
の
写
本
を
綿
密
に
調
査
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
︒

論
語
十
巻　

魏
何
晏
集
解　
︹
南
北
朝
︺
写
︵
寄
合
︶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

観
応
一
年
︵
一
三
五
〇
︶
豪
俊
奥
書　

巻
子
本
改
装
四
帖
︵000004

～000007

︶

　

室
町
期
の
縹
色
古
表
紙
︵
縦
二
十
六
・
一
×
横
十
九
・
八
糎
︶
で
覆
っ
た
厚
手
の
表
紙
に
仕
立
て
る
︒
第
三
・
四
冊
は
縦
二
十
五
・
五
糎
と

や
や
小
さ
い
︒
こ
の
縹
色
の
表
紙
は
︑
斯
道
文
庫
蔵
室
町
中
期
写
本
︵
青
蓮
院
本
・092-2

︶
や
都
立
中
央
図
書
館
蔵
室
町
中
期
写
本
︵
青
淵42

︶

の
も
の
と
近
似
す
る
︒
毎
冊
の
表
紙
の
右
に
﹁
盈
﹂
と
墨
書
︒
裏
左
下
に
﹁
三
十
八
﹂
と
墨
書
す
る
︒
各
冊
に
題
簽
を
貼
る
︒
題
簽
は
茶
色
の
厚

手
斐
紙
で
︑﹁
論
語
集
解　

元
︵
亨
利
貞
︶﹂
と
墨
書
す
る
︒
こ
の
筆
跡
は
室
町
期
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
︒
見
返
し
は
表
紙
の
裏
と
な
り
︑
金
色
花

紋
の
紙
を
当
て
る
︒
そ
こ
に
︑
第
一
冊
目
の
み
に
︑
楊
氏
の
写
真
を
貼
り
︑﹁
星
吾
七
／
十
歳
小
像
﹂︵
陽
刻
︶﹁
楊
印
／
守
敬
﹂︵
陰
刻
︶
の
印
を

捺
す
︒
要
す
る
に
︑
も
と
巻
子
本
で
あ
っ
た
も
の
を
折
り
た
た
ん
で
四
帖
と
し
︑
表
紙
を
当
て
た
も
の
で
︑
背
は
綴
じ
な
い
︒
経
折
装
の
よ
う
に

な
る
︒
上
下
に
裁
断
さ
れ
る
︒
本
紙
は
総
裏
打
ち
が
施
さ
れ
︑
江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
の
新
し
い
装
潢
で
あ
る
︒
第
四
冊
の
後
表
紙

内
側
に
﹁
中
華
民
国
七
十
九
／
年
度
点
験
之
章
﹂﹁
教
育
部
／
点
験
之
章
﹂
二
印
を
捺
す
︒

　

首
に
何
晏
の
﹁
論
語
序
﹂
が
あ
る
︒
そ
こ
に
﹁
楊
印
／
守
敬
﹂︵
見
返
し
の
写
真
と
同
じ
印
︶﹁
宜
都
／
楊
氏
蔵
／
書
記
﹂︵
陰
刻
︶﹁
飛
青
／
閣

蔵
／
書
印
﹂︵
陰
刻
︶﹁
星
吾
海
／
外
訪
得
／
秘
笈
﹂︵
陽
刻
︶
の
印
を
捺
す
︒
後
者
の
二
印
は
第
二
冊
目
以
降
各
冊
に
捺
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ

る
︒

巻
頭
は
︑
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論
語
学
而
第
一　
　

何
晏
集
解　

凡
十
六
章

子
曰
学
而
時
習
之
不
亦
悦
乎　

馬
融
曰
／
子
者
男

と
題
し
︑﹁
馬
融
﹂
以
下
の
注
文
は
小
字
双
行
︒
泰
伯
篇
第
八
︵
巻
第
四
︶・
顔
淵
篇
第
十
二
︵
巻
第
六
︶
は
同
様
に
作
る
︒
た
だ
し
︑
述
而
篇

︵
巻
第
四
︶
以
下
は
次
の
よ
う
に
作
る
︒

論
語
巻
第
四

述
而
第
七　

凡
三
十
八
章　

何
晏
集
解

子
曰
述
而
不
作
信
好
古
竊
比
於
我

こ
の
う
ち
︑
憲
問
篇
第
十
四
︵
巻
第
七
︶・
季
氏
第
十
六
︵
巻
第
八
︶・
微
子
第
十
八
︵
巻
第
九
︶
は
︑﹁
何
晏
集
解
﹂
四
字
を
記
さ
な
い
︒

こ
の
例
に
漏
れ
る
も
の
と
し
て
︑

郷
党
第
十　

凡
一
章　

朱
分
為
十
七
節

子
張
第
十
九　

何
晏
集
解

堯
曰
第
二
十

の
三
篇
が
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
首
題
の
あ
り
方
は
︑
室
町
時
代
以
降
︑
正
平
版
﹃
論
語
﹄
の
系
統
に
属
す
る
写
本
は
︑
章
数
を
下
部
に
置
き
︑
博

士
家
系
統
に
属
す
る
写
本
は
︑
章
数
を
篇
第
の
次
に
置
く
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
︑
こ
の
写
本
は
そ
れ
が
混
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
︑
こ
れ

は
ま
た
︑
小
嶋
氏
が
言
う
と
こ
ろ
の
唐
写
本
系
と
宋
版
系
が
本
書
に
混
在
し
て
い
る
と
い
う
言
説
に
も
符
合
す
る
も
の
で
あ
る
︒

　

そ
の
体
式
は
︑
も
と
も
と
巻
子
装
で
あ
っ
た
も
の
を
︑
折
り
曲
げ
て
改
装
し
て
い
る
が
︑
お
お
よ
そ
も
と
の
料
紙
は
一
紙
十
五
行
︑
ま
た
は

十
四
行
で
長
さ
は
約
四
十
二
・
五
糎
︵
十
四
行
の
も
の
は
三
十
九
・
五
糎
︶︑
墨
界
を
施
し
︑
各
行
の
幅
は
約
二
・
八
糎
︑
界
の
高
さ
は
約
二
十

一
・
九
糎
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
各
巻
の
首
葉
は
一
紙
十
三
行
ま
た
は
十
一
行
に
作
る
︒
中
途
や
巻
末
に
ま
ま
数
行
分
の
料
紙
を
用
い
る
箇
所
も

あ
る
︒
第
一
帖
に
は
︑﹁
序
﹂﹁
巻
一
・
二
﹂
を
収
め
︑
全
部
で
元
の
二
十
五
紙
を
折
帖
に
改
装
し
た
︒
同
様
に
︑
第
二
帖
は
﹁
巻
三
・
四
・
五
﹂

を
収
め
︑
四
十
二
紙
分
︑
第
三
帖
は
﹁
巻
六
・
七
﹂
を
収
め
︑
三
十
五
紙
分
︑
第
四
帖
は
︑﹁
巻
八
・
九
・
十
﹂
を
収
め
︑
三
十
七
紙
分
を
そ
れ
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ぞ
れ
折
帖
に
改
装
し
て
い
る
︒
末
尾
の
奥
書
は
七
行
一
紙
と
し
て
加
え

た
も
の
で
あ
る
︒
書
写
に
当
た
っ
て
は
︑
先
ず
紙
を
継
い
で
か
ら
墨
書

し
て
い
る
︒
料
紙
は
上
質
の
厚
手
の
斐
紙
で
あ
る
︒

　

そ
れ
ぞ
れ
の
筆
跡
を
分
析
す
る
と
︑
五
手
に
分
か
れ
︑
Ａ
：
巻
一
～

五
︵
序
・
学
而
篇
～
郷
党
篇
︶
Ｂ
：
巻
六
︵
先
進
篇
・
顔
淵
篇
︶
Ｃ
：

巻
七
・
九
︵
子
路
篇
・
憲
問
篇
・
陽
貨
篇
・
微
子
篇
︶
Ｄ
：
巻
八
︵
衛

霊
公
篇
・
季
子
篇
︶
Ｅ
：
巻
十
・
奥
書
︵
子
張
篇
・
堯
曰
篇
︶
に
分
類

さ
れ
る
︒

　

Ａ
手
は
柔
軟
で
佳
筆
︑
Ｂ
手
は
鎌
倉
期
の
遺
風
を
感
じ
る
佳
筆
︑
Ｃ

手
は
や
や
硬
さ
を
感
じ
さ
せ
る
︒
Ｄ
手
は
伸
び
の
あ
る
こ
れ
も
佳
筆
︑

Ｅ
手
は
こ
じ
ん
ま
り
と
し
た
小
振
り
の
筆
跡
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
皆
︑

同
時
代
の
手
に
係
り
︑
同
質
の
料
紙
に
濃
重
な
墨
痕
を
浮
き
出
し
て
い

る
︒

　

本
文
へ
の
書
き
入
れ
は
︑
墨
筆
に
よ
る
返
点
・
送
仮
名
・
縦
点
・
附

訓
・
声
点
で
︑
本
文
書
写
と
同
時
期
の
も
の
と
思
わ
れ
︑
全
巻
を
通
じ

て
同
じ
手
で
加
え
ら
れ
て
い
る
︒
附
訓
は
抄
物
の
﹁
ゾ
式
﹂
に
よ
る
と

こ
ろ
も
見
ら
れ
る
︒
こ
の
筆
跡
と
同
時
代
と
思
わ
れ
る
薄
墨
に
よ
る
附

訓
も
見
ら
れ
る
︒
更
に
明
ら
か
に
時
代
の
降
る
細
字
の
墨
筆
附
訓
も
見

え
る
︒
ま
た
︑
朱
筆
に
よ
る
句
読
点
・
返
点
・
附
訓
・
送
仮
名
も
見
ら

れ
る
が
︑
こ
れ
も
本
文
と
同
じ
時
代
の
も
の
と
推
察
す
る
︒
更
に
そ
の
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朱
筆
で
ヲ
コ
ト
点
が
加
え
ら
れ
て
い
る
が
︑
こ
こ
に
点
図
を
示
し
て
お
く
︒

　

尾
題
は
︑﹁
論
語
巻
第
一　

経
一
千
四
百
七
十
字
／
注
一
千
五
百
一
十
五
字
﹂﹁
論
語
巻
第
二　

経
一
千
二
百
一
十
二
字
／
注
一
千
九
百
三
十
一

字
﹂﹁
論
語
巻
第
三　

経
一
千
七
百
一
十
一
字
／
注
二
千
八
百
二
十
字
﹂﹁
論
語
第
四　

経
一
千
五
百
十
四
字
／
注
二
千
三
百
七
十
七
字
﹂﹁
論
語

巻
第
五　

経
一
千
四
百
六
十
二
字
／
二
千
二
百
九
十
七
字
﹂﹁
論
語
巻
第
六
﹂﹁
論
語
巻
第
八　

経
一
千
七
百
七
十
四
字
／
注
一
千
九
百
七
十
字
﹂

﹁
論
語
巻
第
九
﹂﹁
論
語
巻
第
十　

経
一
千
二
百
二
十
三
字
／
注
一
千
百
七
十
五
字
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒
巻
第
七
は
尾
題
を
欠
い
て
い
る
が
︑
巻

六
・
九
以
外
に
は
︑
皆
尾
題
の
下
に
双
行
で
経
注
字
数
を
加
え
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
巻
第
四
・
五
・
八
・
十
の
字
数
は
︑
尾
題
と
別
筆
で
︑
本
文

書
入
れ
の
手
と
同
じ
筆
跡
で
書
き
加
え
た
も
の
で
あ
る
︒
南
北
朝
期
の
写
本
に
も
お
し
な
べ
て
﹁
経
注
字
数
﹂
は
記
さ
れ
て
い
る
が
︑
室
町
時
代

以
降
の
古
写
本
に
お
い
て
も
︑
助
字
を
削
去
し
た
り
︑
注
文
に
省
略
が
あ
っ
た
り
し
て
も
︑
こ
の
字
数
は
一
貫
し
て
同
じ
数
字
で
通
さ
れ
て
い
る

の
は
興
味
深
く
︑
テ
キ
ス
ト
の
校
訂
に
関
わ
ら
ず
古
く
伝
わ
っ
た
数
字
を
踏
襲
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
経
注
字
数
は
宋
刊
本
の
特
徴
と
言
わ
れ
る

が
︑
楊
氏
の
言
う
如
く
︑
欠
筆
や
姓
名
の
省
略
な
ど
と
同
じ
く
︑
古
写
本
の
書
写
者
が
宋
刊
本
の
常
習
に
倣
っ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
が
︑
結

論
は
難
し
い
︒

　

巻
第
十
の
後
に
本
文
書
写
者
︵
Ｅ
手
︶
の
書
写
奥
書
が
あ
る
︒

　

観
応
元
年
五
月
廿
二
日
非
夫
人
之
為
／
書
而
誰
為
書
柳
下
恵
則
可
吾
／
則
不
可
／　

本
住
院
権
律
師
豪
俊
書

観
応
元
年
は
一
三
五
〇
年
︑
北
朝
の
年
号
で
あ
る
︒
最
古
版
の
正
平
版
﹃
論
語
﹄
の
正
平
が
南
朝
の
年
号
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑
南
北
朝
写
本

﹃
論
語
﹄
は
︑
元
徳
三
年
︵
一
三
三
一
︶
貞
和
三
年
︵
一
三
四
七
︶
康
安
二
年
︵
一
三
六
一
︶
と
皆
︑
北
朝
の
年
号
を
用
い
て
い
る
の
は
興
味
深

い
事
実
で
あ
る
︒
柳
下
恵
は
古
代
の
賢
人
で
︑
伯
夷
叔
斉
の
潔
白
と
も
違
い
︑
衆
人
の
な
か
に
居
て
人
か
ら
恥
辱
を
受
け
る
こ
と
に
甘
ん
じ
て
も

言
動
は
筋
道
が
あ
り
思
慮
深
い
人
で
あ
っ
た
︒
孔
子
が
遺
逸
の
民
の
一
人
と
し
て
挙
げ
る
︒﹃
論
語
﹄
衛
霊
公
篇
・
微
子
篇
︑﹃
孟
子
﹄
公
孫
丑
上

篇
・
万
章
下
篇
・
尽
心
上
篇
下
篇
に
見
え
る
︒
豪
俊
に
つ
い
て
は
不
詳
︒

　

更
に
第
四
帖
後
表
紙
見
返
し
に
︑
次
の
安
永
三
年
︵
一
七
七
四
︶
の
識
語
が
あ
る
︒
無
論
︑
本
文
書
写
と
は
無
関
係
な
後
人
の
所
持
者
︵
性
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誉
︶
の
感
得
語
で
あ
る
︒

　

従
観
応
元
年
安
永
三
年
午
年
迄
凡
四
百
二
十
五
年
也　

七
月
廿
二
日
改
之
／
性
誉
代
法
瑞
伝
者
也

以
上
の
よ
う
な
体
式
上
の
性
格
を
備
え
た
古
鈔
本
で
あ
る
が
︑
拙
論
﹃
南
北
朝
時
代
古
鈔
本
﹃
論
語
集
解
﹄
の
研
究
︱
猿
投
神
社
所
蔵
本
の
意
義

︱
﹄︵
斯
道
文
庫
論
集
第
四
十
三
輯　

平
成
二
十
一
年
︶
の
な
か
で
述
べ
た
如
く
︑
こ
の
観
応
本
も
猿
投
神
社
所
蔵
の
康
安
本
に
字
句
の
異
同
は

類
似
し
て
い
る
︒
更
に
︑
例
え
ば
︑
公
冶
長
篇
第
二
十
六
章
﹁
少
者
懐
之
﹂
の
注
﹁
孔
安
国
曰
懐
安
也
﹂
の
一
文
を
見
る
と
︑
南
北
朝
以
前
の
鈔

本
は
皆
︑
こ
の
如
く
で
あ
る
が
︑
通
行
本
は
﹁
懐
帰
也
﹂
と
し
て
い
る
︒
正
平
版
以
下
は
こ
の
句
が
削
去
さ
れ
て
い
く
が
︑
本
書
が
古
い
鈔
本
の

系
統
に
連
な
っ
て
い
る
こ
と
を
十
分
に
物
語
っ
て
い
る
︒
重
ね
て
申
し
上
げ
る
が
︑﹃
論
語
﹄
古
鈔
本
は
︑
正
平
版
の
出
現
に
よ
っ
て
︑
少
し
く

姿
を
変
え
て
い
く
の
で
あ
っ
て
︑
南
北
朝
鈔
本
は
正
平
版
以
前
の
古
風
を
と
ど
め
た
重
要
な
位
置
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
︑
こ
の
鈔
本
の
解
説
を

通
じ
て
強
調
し
た
い
︒


